
【 日時 】令和元年9月3日（火）

（１部）午後3時30分～

（２部）午後5時30分～

【 場所 】富雄保育園リズム室

「富雄保育園」の民間移管に
向けた取組について

奈良市子ども未来部
子ども政策課
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富雄第三

移行
予定

運営

主体

運営

形態
施設名称

富雄

※R4年4月の移行を予定していますが、施設整備によりこ

ども園移行が前後する可能性があります。

富雄第三

運営

主体

運営

形態

移行
予定

民間活力を活用し、公私連携

型保育所へ移行

方針内容
運営
主体

運営
形態

施設名称

富雄

方針内容対象

1号
2号
3号

公私連携幼保連携型認定こど

も園へ移行

富雄第三幼稚園は令和4年度

末まで園運営を継続

市 保 保私

市 幼

こ私

R3年4月

※R4年4月

市 幼 継続

【主なスケジュール】
令和元年度 移管先法人の選定

--------------------------------------------------------------------------------
令和2年度 富雄保育園の引継・共同保育

--------------------------------------------------------------------------------
令和3年度 富雄保育園の民間移管

富雄第三幼稚園の園運営、教育・保育の引継
法人において確保した建設予定地で認定こども園開園に向けた施設整備

--------------------------------------------------------------------------------
令和4年度 富雄保育園のこども園移行

--------------------------------------------------------------------------------
令和5年度 富雄第三幼稚園を施設統合

① 富雄保育園の再編実施方針について
本市では富雄保育園の民間移管、こども園移行及び富雄第三幼稚園の施設統合に

向けた取り組みを進めており、令和元年８月には両園の再編実施方針を公表いた

しました。今後は、令和元年度より移管先法人の選定に向けた具体的な取り組み

を進めていきます。

【再編実施方針】
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年度 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

全体
取組

法人決定 保育所 引継･共同保育
　保育所　民間移管
　幼稚園 引継･共同保育
　新園舎建設工事

保育所　こども園移行 幼稚園　施設統合

富雄保育園

富雄第三幼稚園

いちご組
（0歳児）

みかん組
（1歳児）

りんご組
（2歳児）

すみれ組
（3歳児）

れんげ組
（4歳児）

たんぽぽ組
（5歳児）

施設

年齢

●法人による保護者
   説明会
●引継･共同保育
●三者協議会　設置

●民間移管
●三者協議会

※別敷地で新園舎建
   設工事

●こども園移行
●三者協議会
●1号認定が入園

●富雄第三幼稚園を
　統合
●三者協議会

市立幼稚園 施設統合

市立保育所 公私連携型保育所 公私連携幼保連携型認定こども園
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【年度別年齢別取り組み一覧】

年齢・年度ごとの具体的な取組内容については、以下のとおりです。



② 民間移管に向けた取り組みについて

民間移管までのスケジュールイメージは以下のとおりです。

【民間移管までのスケジュールイメージ】

3凡例： ・・・特に関係がある取組

令和元年度

募集要項策定

応募法人の審査

法人決定

法人による

保護者説明会

三者協議会設置

移管に関する協定締結

令和2年度

保護者説明会の継続実施 市のフォロー

保護者アンケート

選定委員会開催

公私連携幼保連携型

認定こども園へ移行

令和4年度

移管に関する協定締結

富雄第三幼稚園を

こども園に施設統合

令和5年度

三者協議会・保護者アンケート

公私連携型保育所

へ移行

園運営、教育・保育の引継

令和3年度

施設整備に関する諸手続き 施設整備工事 新園舎にて認定こども園を運営

富雄保育園

引継・共同保育



③ 奈良市幼保施設運営事業者選定委員会について
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【委員会の役割】

民間移管に係る法人の選定を透明性・公平性のある適正なものとするため

の、第三者からなる奈良市附属機関設置条例に規定された市長の附属機関

であり、移管先法人の募集要項の策定、応募法人の審査、それらの順位の

決定等を行います。

【関係者からのご意見】

募集要項の作成にあたり、保護者の代表者から

ご意見をお聞かせいただくことで、法人選定の

参考とさせていただきたいと考えています。

公認会計士

1名

弁護士

1名

学識経験を
有する者

2名

※園職員も事務局として参加します。

選定委員会委員 関係者

富雄保育園保護者会から
ご推薦をお願いいたしま
す。

富雄第三幼稚園
保護者代表

富雄保育園
保護者代表



【 現地調査 】
・応募法人が運営する施設を見学

検討事項イメージ

【 募集要項検討 】
・募集要項案の審議、確定
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【 二次審査 】
・ヒアリング審査
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【 一次審査 】
・書類審査

2

3

No

１

２

３

４
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【事業者募集及び選定委員会開催スケジュールイメージ】

移管先法人の募集開始までに、募集条件や選定
条件等、募集要項の内容を決定します。また、
募集要項の内容の策定に際し、保護者アンケー
トを実施します。

移管先法人の審査では、書類審査とヒアリング
審査のほか、応募法人が運営する幼保施設の現
地調査を行う等、さまざまな角度から審査を行
い、優良な法人の選定に努めます。

 令和元年度

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

15 1515 15 1515 15 15

１ ２ ３ ４

保護者

アンケート

募集期間

現地説明会、見学会

質問受付等



審査方法（案）について

☆第一次審査及び第二次審査の総合的な評価に基づき、最も優良な法人を選定

します。 6

法人の基本理念や教育・保育内容だけでなく、職員配置、職員確保や人
材育成の考え方等について、審査します。

項目 審査方法 審査内容

第一次審査 書類審査

※応募が多数の場合、第一次審査の得点が一定以上あった法人のみ第二次審査に進むこ
とができます。

※その他、法人が現に運営している幼保施設への現地調査も行います。

第二次審査 ヒアリング審査
移管に向けた熱意や、子どもや保護者の視点に立った支援が期待できる
か、また、職員の資質向上についての考え方や保護者の意向を踏まえた
具体的な提案等について、審査します。

項目 審査方法 審査内容



④募集要項（案）について
【募集要項とは】

奈良市の基本的な考え方を基に、より優良な法人を選定し、円滑な移行を図る

ために必要な事項等を定めたものです。移管先法人の募集にあたっては、この

募集要項に基づいて実施していくこととなります。

1 移管予定施設
2 移管年月日
3 移管の方法
4 応募資格
5 応募制限及び失格事項
6 今後の主なスケジュール
7 応募方法
8 選定方法
9 覚書の締結

10 移管に向けた施設整備
11 引継ぎ・共同保育
12 三者協議会
13 市議会における承認
14 協定の締結

・・・等

募集要項項目（案）

法人からの応募書類（案）

募集要項

1 応募申込書
2 法人の概要
3 法人が運営する施設一覧
4 運営施設に対する評価及び監査の状況
5 法人の基本理念・基本方針・目標等
6 応募の動機
7 法人の財務状況
8 運営にあたっての基本理念
9 開園日・開園時間と特別保育事業

10 定員設定と1号認定子どもの選考方法
11 職員確保と人材育成の考え方
12 保育教諭等の配置の考え方
13 認定こども園長予定者等の履歴書
14 収支予算計画書
15 保育料以外の保護者負担
16 施設整備計画
17 教育・保育計画の概要
18 支援を要する園児への配慮及びその

保護者への対応
19 食育及び給食提供の考え方
20 安全対策・危機管理体制 ・・・等
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保護者アンケートについて
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移管先法人の募集の際に、保護者一人ひとりの思いを選定委員会及び応募法

人へ伝えるために、保護者アンケートを実施します。

【提出方法】
園内に設置の回収ボックスにご提出いただくか、アンケート裏に記載の

子ども政策課のメールアドレス（FAXも可）にご提出をお願いします。



⑤ 応募資格（案）について

【応募資格について】

・社会福祉法人または学校法人（公私連携幼保連携型認定こども園として移管するため）

・応募時に認可の幼保施設を運営している法人

・奈良市と締結する協定等※に規定する条件を遵守できる法人

【応募制限・失格事項について】

有資格者であっても、選定委員等と直接または間接的に関係のある法人や

虚偽の内容を記載する等の不適切な行為が認められる場合には、応募制限

または失格となります。

※ 移管先法人とは、奈良市との間で協定を締結することになります。また、

協定を締結した後は、移管先法人を法律に基づく『公私連携法人』として

指定することになります。

協定で定めるべき事項は法律で定められているため、移管先法人と協定を

締結することで教育・保育内容や子育て支援の取組内容等について担保さ

れることになります。

移管先法人

協定を締結

奈良市
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⑥三者協議会の設置（案）について
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【三者協議会とは】

移管先法人への移管に際して、移管後の

園運営に関する諸事項について在園児保

護者、奈良市、移管先法人の三者から構

成する三者協議会を設置し、確認及び協

議を行い、合意形成を図ります。

保護者代表

奈良市移管先法人

[主な協議事項（例）]

〇保育サービスの拡充について

〇保育料等以外の特別徴収について

○新たに実施したいと考える地域との取組について

・・・等



⑦ 引継・共同保育（案）について
民間移管に向けた取り組みの中でも教育・保育をはじめとする施設運営の引継

ぎが特に重要であると考えており、円滑な移行に向けて、移管先法人決定後は、

募集要項等に定める条件や引継計画に基づき、十分な期間を設け、奈良市と法

人が連携して引継を実施します。
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令和元年度 移管先法人決定後～1

・移管先法人と引継に向けて協議を重ね、具体的な引継内容に関する計画を策定します。

・市主催の研修に参加するなど「奈良市立こども園カリキュラム」への理解を深めるた

めの引継ぎを行います。

［引継・共同保育スケジュールイメージ］
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令和２年度 移管1年前～2

・園長及び主幹保育教諭予定者は、移管の1年前から月数回、施設運営全般や園行事（運
動会等）への参加、地域との交流等について引継ぎを行います。

・共同保育完了後も引き続き市職員（指導主事）が巡回訪問するなど、移管後も法人が協

定に基づいた教育・保育を適切に実施されているかどうか、市が指導監督を行います。

・移管後の運営状況等について保護者アンケートを実施するとともに、課題が発生した場

合には、市が解決に向けて必要な調整を行います。

令和２年度 移管3か月前～3

・園長及び主幹保育教諭予定者は、引き続き施設運営全般や園行事等の引継ぎを行います。

・クラス担任予定者は、富雄保育園で勤務する市職員と共同保育を開始し、実際に令和

３年度に担任する園児が在籍するクラスの保育補助を行いながら、引継ぎを行います。

・共同保育は、「奈良市立こども園カリキュラム」に基づいた教育・保育内容の実践のほ

か、移管先法人の担任予定者が実際に保育に参加することで、個々の園児の様子などを

把握するともに、移管前から園児や保護者との信頼関係を築くことを目的としています。

令和３年度 民間移管後～４
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⑧ 本日のまとめ

※その他、随時説明会を開催し、保護者の不安を解消するとともにご理解

とご協力をいただけるよう、情報共有に努めます。また、法人決定後は、

三者協議会を設置し、移管に向けての確認・協議を行っていきます。

【奈良市または選定委員会の取り組み】

○ 富雄保育園の再編方針公表

〇 募集要項の策定、法人の選定方法等の決定

〇 法人募集、優良な移管先法人の審査・選定

〇 引継・共同保育の計画の確定

【保護者の方にお願いしたいこと】

〇 保護者アンケートへの回答
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[ 問い合わせ先について ]

子ども政策課の問い合わせ先

[ 担当課 ] 奈良市 子ども政策課（市役所中央棟３階）

[ ＴＥＬ ] ３４－４７９２

[ ＦＡＸ ] ３４－４７９８

[ MAIL ] kodomoseisaku@city.nara.lg.jp

[ 幼保再編に関する市ホームページ ]

➣http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/

1512372039315/index.html

本日の説明内容や、奈良市の取組についてご不明な

点があれば、随時お問い合わせください。


